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請願第１号                    令和５年９月定例会審査分 

 

請   願   書 

 

令和５(2023)年９月25日 

 

郡山市議会議長 

佐 藤 政 喜 様 

 

郡山市桑野一丁目４-10-202 

緑ふくしま 

代  表  蛇 石 郁 子 

 

紹介議員  古 山   唯 

      吉 田 公 男 

岡 田 哲 夫 

 

東京電力福島原発からのＡＬＰＳ処理水の海洋放出中止と汚染水削減

の抜本的な対策を求める意見書提出の請願書 

 

［請願趣旨］ 

2015年８月、政府及び東京電力は福島県漁業協同組合連合会（以下県漁連）に対

してＡＬＰＳ処理水に関して、「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」

と約束しました。その後も2023年８月17日のＮＧＯと東電、経産省交渉の際に至る

まで「約束を遵守する」と繰り返してきました。 

しかし、岸田首相は、８月20日、福島第一原発を視察し、東京電力幹部と意見交

換を行ったが、地元福島の漁業者には会わず、８月22日、政府はＡＬＰＳ処理水に

ついて海洋放出を決定し、24日午後１時、東京電力は海洋放出を開始しました。関

係者との約束を守らず、確認しない上での決定は許されるものではありません。国

内外から多くの反対の声が噴出する中の強行です。この放出には、明らかに多くの

問題が存在します。 

福島県内の市町村のうち、７割以上の自治体が処理汚染水の放出に関して、反対

や慎重な対応を求める内容の意見書を可決しており、全漁連も県漁連も放出反対の

姿勢を堅持しています。 

福島原発事故から12年が経過した今でも被害は続いており、いまだに故郷に戻れ

ない人々が多数おり、被害者への補償も十分に行われていません。 
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タンク貯留水には、トリチウムのみならず、セシウム137、ストロンチウム90、

ヨウ素129などの放射性物質が残留しています。東電は、トリチウム以外の放射性

物質が基準を超えている水については、「二次処理して、基準以下にする」として

いますが、どのような放射性物質がどの程度残留するか、その総量はいまだに示さ

れていません。 

他方、海洋放出の理由を廃炉作業のための敷地確保としていますが、880トンの

核燃料デブリは１グラムも取り出せておらず、意図的に放射性物質を海洋に放出し

なければならない状況ではありません。 

今、優先して取り組むべきは汚染水をこれ以上増やさない地下水流入・汚染水削

減の抜本的対策です。このことについては、2023年（令和５年）８月中核市議会議

長会でも要望しています。 

つきましては、以下の事項について、地方自治法第99条の規定により、国に対し

て、意見書を提出されるよう請願いたします。 

 

［請願事項］ 

国及び東京電力は、福島第一原子力発電所からのＡＬＰＳ処理水の海洋放出を中

止するとともに、地下水流入・汚染水削減の抜本的な対策を講じること。 

 

 



 - 3 -

請願第２号                    令和５年９月定例会審査分 

 

請   願   書 

 

令和５(2023)年９月25日 

 

郡山市議会議長 

佐 藤 政 喜 様 

 

郡山市柏山町11 

市民立法「チェルノブイリ法日本版」を 

つくる郡山の会 

代  表  郷 田 み ほ 

 

紹介議員  古 山   唯 

      吉 田 公 男 

      岡 田 哲 夫 

 

東京電力福島原発からのＡＬＰＳ処理水海洋放出中止を求める意見書

提出の請願書 

 

［請願趣旨］ 

国・東電は漁業者や国民の声を無視して海洋放出を実施しました。 

2015年政府と東京電力は「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と福

島県漁業協同組合と約束したにも関わらずその約束を反故にしました。漁業関係者

は海洋放出に頑として反対を続けていますが、政府は「一定の理解を得たと判断し

た」として海洋放出をしてしまいました。 

８月22日、岸田首相は関係閣僚会議を開き、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を８月24

日午後１時から実施しました。ＡＬＰＳ処理水は東京電力福島第一原発事故によっ

て発生し続けている放射能汚染水です。 

その処理後の水にはトリチウムをはじめとした基準値を超えている核物質が含ま

れているにも関わらず、政府はこのＡＬＰＳ処理水を二次処理して基準値以下にす

ると言っていますが、放射性物質がどの程度残留し、総量も示されていません。そ

して今後30年にもわたって海洋に放出するとしました。 

政府と東電は「復興と廃炉の両立」の名のもとに「廃炉を計画的に進める必要」

「デブリ取り出し等に大きなスペースが必要」と廃炉を進めるためにはＡＬＰＳ処
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理水の放出は先送りできないと決定しました。 

約束を守らず、被災者にさらなる負担と苦悩を強いることは到底認められません。 

国と東電は漁業者との約束を守り、直ちに海洋放出を中止し、今後取り組むべきは、

汚染水をこれ以上増やさないよう、地下水流入汚染水削減の抜本的対策です。 

つきましては、以下の事項について、地方自治法第99条の規定により、国に対し

て意見書を提出されるよう請願いたします。 

 

［請願事項］ 

国及び東京電力は福島第一原子力発電所からのＡＬＰＳ処理水の海洋放出を中止

することを求めます。 

 


